
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 1月 25日発行  
（次号の発行は 2月 8日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：嶋
し ま

末
すえ

 剛
ご う

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
 
 

お知らせ版 No.2 

 

確定申告の時期が近づいてきました！新富町でも、各会場にて申告相談を実施します！ 

所得税は、納税者自身が所得金額や税額を正しく計算して納税する自書申告制度をとっ 

ています。 

必ず期間内にお済ませください！ 
  

 

 

 

 

 

税金 確定申告は正しくお早目に！ 

◆問合せ 税務課 担当：落合
お ち あ い

祐
ゆ う

希
き

 33-6076 

※申告期間中、税務課のお昼の窓口業務(正午～午後 1時)を休止させていただきます。 

ご理解とご協力をお願いします。 

  

 

 

 

○申告期間：2月 15日(金)～3月 15日(金) 

※期限が迫りますと、相談会場が大変混雑しますので、お早目にお済ませください。 

○郵送申告：下記の税務署までお送りください。 

☆高鍋税務署 ☎22-1373 〒884-8601 高鍋町大字上江 8438 

※インターネットによる確定申告や申請、納税も可能です。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。 

【高鍋税務署・確定申告相談会】 

○期間：2月 18日(月)～3月 15日(金) ※土日を除く。 ○会場：高鍋税務署付属棟会議室 

 

 

 
 

  
○平成 24年度保険料額：1か月 14,980円  ※納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、 

税金の負担が軽減されます。 

○未納付の方：納付書をご用意の上、至急お近くの金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア 

の窓口で納付してください。 

※納め忘れがなく、納付の手間のかからない口座振替やクレジットカードによる納付もできます。 

【保険料の納付は口座振替がお得です】 

口座振替を利用すると、金融機関などに行く手間が省ける上、納め忘れもなく、とても便利です。 

○口座振替の特典：①早割制度により当月末振替から月々50円の割り引きがあります。 

②現金納付よりも割引率が多い、6か月前納・1年前納が可能です。 

○口座振替申込：納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関また 

は年金事務所へお申し出ください。  
 

 

年金 

国民年金保険料の納め忘れはありませんか。 

納めないままにしておくと、将来の老齢基礎年金や障害・遺族など事故が発生した場合、年金が受けら 

れないことがあります。 

国民年金を納めましょう！ 

◆問合せ 高鍋年金事務所 ☎23-5111 



 


